
「働き方｣ が変わります!!
事業主の皆さまへ

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

今年4月1日から
働き方改革関連法が順次施行されます

施行︓2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～

時間外労働の上限規制が導入されます︕

１年間＝12か月

特別条項
（年間６か月まで）

法律による上限（原則）
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

岡山労働局・各労働基準監督署

◆以下の事業・業務は、上限規制
の適用が5年間猶予されます。
・自動車運転の業務
・建設事業、
・医師
・砂糖製造業

◆新技術・新商品等の研究開発業
務は上限規制の適用は除外され
ます。

※注意事項
・36協定の様式が変わります。

・限度時間を超える場合は労働
者の健康及び福祉を確保する
ための措置が必要となります。

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
新見労働基準監督署 TEL 0867 - 72 - 1136

相 談 窓 口 の ご 案 内

岡山働き方改革推進支援センター

就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など、
社会保険労務士等の専門家が無料で企業に訪問し、ご相談に応じます。

岡山働き方改革推進支援センター TEL 0120-947-188
(岡山商工会議所内）



年次有給休暇の確実な取得が必要です︕
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

施行︓ 2019年４月１日～

※原則は、今まで従来どおり労働者からの申し出
による取得です。労働者が自ら取得した日数は、
5日間から控除することができます。
（例）労働者が自ら5日取得

→ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら3日取得
→ 使用者は2日を時季指定

４月１日
入社

１０月１日

10日付与
（基準日）

９月３０日

この１年間に５日間取得

（例）4月1日入社の場合

※労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成、
3年間保存する必要があります。

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に
休みます」

使用者の時季指定による取得（新設）

取得時季を申出

使用者労働者 時季を指定

労働者に意見を
聴取

｢○月×日に休んで
ください」

労働基準法において、労働者は、
１．雇入れの日から６か月継続して雇われている

２．全労働日の８割以上を出勤している

この２点を満たしていれば
年次有給休暇を取得する
ことができます。

継続勤務年数 ６か月 １年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

年次有給休暇（労基法第39条）

就業規則に追加記載をお願いします。

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』を
ご覧ください。


